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「三重県公益法人等年次報告」について

平成 16 年度三重県公益法人等年次報告は、県が所管する公益法人及び公益信託に関す

る条例（平成 14 年三重県条例第 42 号。以下「条例」といいます。）第 51 条、県が所管

する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則（平成 14 年三重県規則第 57 号。以下

「規則」といいます。）第 36 条並びに教育委員会関係県が所管する公益法人及び公益信

託に関する条例施行規則（平成 14 年三重県教育委員会規則第 21 号。以下「教育委員会

規則」といいます。）第 36 条に基づき取りまとめ、三重県公益法人等審議会の意見を聴

いたうえで公表するものです。

条例第 51 条 知事等は、公益法人の業務及び財産の状況、公益信託に係る信託事務及び財産の状況並びに公益法人

及び公益信託に係る指導、許可、認可、監督及び検査の状況を、規則で定めるところにより、毎年 1 回、年次報告

として取りまとめ、審議会の意見を聴いたうえで、これを公表しなければならない。

規則第 36 条 条例第 51 条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。

1 公益法人及び公益信託の現況及びその制度の概要

2 知事が所管する公益法人及び公益信託の現況

3 知事が所管する公益法人及び公益信託に対する指導内容等

4 その他知事が必要と認める事項

教育委員会規則第 36 条 条例第 51 条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。

1 公益法人及び公益信託の現況及びその制度の概要

2 教育委員会が所管する公益法人及び公益信託の現況

3 教育委員会が所管する公益法人及び公益信託に対する指導内容等

4 その他教育委員会が必要と認める事項

平 成 1 6 年 9 月 3 0 日           

三重県知事 野呂 昭彦
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第 1 章 公益法人制度の概要

第 1 節 公益法人の定義

1 公益法人の定義

 公益法人とは、民法第 34 条に基づいて設立される社団法人又は財団法人のことであ

り、その設立には、①公益に関する事業を行うこと、②営利を目的としないこと、③主

務官庁の許可を得ることが必要です。

2 社団法人と財団法人

社団法人は、一定の目的のもとに結合した人の結合体であって、団体として組織、意

思等を持ち、社員とは別個の社会的存在として団体の名において行動する団体です。

財団法人は、一定の目的のもとに拠出され、結合している財産の集まりであって、公

益を目的として管理運営される団体です。

３  広義の公益法人等

社団法人及び財団法人に加え、民法以外の特別法に基づいて設立される公益を目的 と

する法人を含めて、広義の公益法人ということがあります。その例としては、学校法人

（私立学校法）、社会福祉法人（社会福祉法）、宗教法人（宗教法人法）、医療法人（医療

法）、更生保護法人（更生保護事業法）、ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法）等があり

ます。これらの法人の設立に当たっては認可主義あるいは認証主義が採られており、民

法に基づく公益法人の設立は許可主義が採られていることに比べて、主務官庁の裁量の

幅が狭まっています。

公益も営利も目的としない中間的な団体については、一般的な法制度として中間法 人

法が平成 14 年 4 月に施行されました。また、特別法の規定に基づく中間的な団体として

は、例えば、労働組合（労働組合法）、信用金庫（信用金庫法）、協同組合（各種の協同

組合法）、共済組合（各種の共済組合法）等があります。

第 2 節 公益法人に関する法制度

1 公益法人制度の法的根拠
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公益法人は、民法第 34 条に基づき設立されるものであり、民法第 1 編第 2 章〔法人〕

においては、公益法人の設立、公益法人の組織、定款の変更、公益法人の登記、公益法

人の能力、公益法人の解散等の事項に関する規定が置かれています。

2 三重県における条例等の整備

  三重県においては、三重県知事又は三重県教育委員会の所管に属する公益法人及び公益

信託に係る許可等の手続等を定めることにより、公益法人及び公益信託に係る制度につ

いて、透明性の高い、効率的かつ公正な運用を図り、もって地方分権の時代にふさわし

い公益を実現するために、「県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例（平成 14

年三重県条例第 42 号）」（以下「条例」といいます。）」が制定されています。

また、三重県公安委員会の所管に属する公益法人については、民法や条例の他に、「三

重県公安委員会の所管に属する公益法人の設立、監督等に関する規則」が制定されてい

ます。

第 3 節 公益法人に対する指導監督等に関する制度及び取組

1 主務官庁制

民法の規定により、公益法人の設立許可及び指導監督に関する権限は、主務官庁に与

えられています。主務官庁とは、公益法人の目的・事業に関連する事務を所掌している

内閣府及び 10 省の中央官庁を指し、その目的・事業が複数の中央官庁の所掌に関連する

場合には、それらの中央官庁が共管として主務官庁になります。

2 都道府県知事等による事務の処理等

主務官庁の権限は、政令の定めるところにより、国に所属する行政庁に委任したり、

都道府県の知事その他の執行機関が当該権限に属する事務を処理することができる旨民

法に規定されています。この規定に基づき制定された「公益法人に係る主務官庁の権限

に属する事務の処理等に関する政令（平成 4 年政令第 161 号）」により、地方支部局の長

への委任や都道府県知事等による事務処理が定められています。

3 公益法人の所管官庁

公益法人の設立許可、指導監督等に係る事務を実際に担当している行政庁を、「公益法

人の設立許可及び指導監督基準」（以下「指導監督基準」といいます。）等において、「所
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管官庁」と称しています。

統一的な指導監督等の基準としては、「指導監督基準」、「公益法人の設立許可及び指導

監督基準の運用指針」（以下「運用指針」といいます。）等があり、これらの基準等に沿

った指導監督等が行われています。

4 三重県における指導監督等を行うための仕組み

  三重県においては、都道府県知事が所管官庁の場合は公益法人の目的とする事業を所管

する知事部局各室が所管室となり、教育委員会が所管官庁の場合は教育委員会事務局予

算経理室が所管室となります。また、公安委員会が所管官庁の場合は警察本部各課が所

管課となります。

三重県における公益法人の指導監督体制は、知事部局においては公益法人を所管する

各室が直接、指導監督を行っています。また、各部局に当該部局内の公益法人業務の総

括及び検査を担当する室が置かれています（検査については、各担当室が実施している

部局もあります。）。総務局法務・文書室は、各部局に対して総合調整を行っています。

教育委員会においては、教育委員会事務局予算経理室が教育委員会関係の公益法人を

直接、指導監督を行うとともに、検査を実施しています。

なお、出資法人等、県と密接に関連する公益法人については、当該事業に関連する室

と合同で検査を実施しています。

公安委員会においては、公益法人を所管する各課が直接、指導監督及び検査を行い、

警務部警務課が総合調整を行っています。
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第 2 章 公益法人に関する最近の施策

第 1節 公益法人改革

1 公益法人に対する行政の関与の在り方の改革

公益法人に対する行政の関与のあり方については、平成 12 年 12 月 1 日に閣議決

定された「行政改革大綱」（資料 1）において、官民の役割分担、規制改革及び財政

負担の縮減・合理化の観点から、①国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っ

ている検査・認定・資格付与等の事務・事業、②国から公益法人に対して交付され

る補助金・委託費等について厳しい見直しを行うこととされました。これを受け、

政府部内で必要な検討・調整がされた結果、平成 14 年 3 月 29 日に「公益法人に対

する行政の関与の在り方の改革実施計画」（資料 2。以下「実施計画」といいま

す。）が閣議決定されました。同実施計画は、集中改革期間に位置付けられる平成

17 年度末までの間に取り組むべき内容が示されたものであり、各府省においては、

同実施計画に基づく改革が着実に実行されているところです。

2 公益法人制度の抜本的改革

(1) 公益法人制度の抜本的改革について

民間非営利活動の促進は、21 世紀の我が国の社会を活力に満ちた社会として維持

していく上で極めて重要です。この民間非営利活動を担う代表的主体として、公益

法人は、歴史的に一定の大きな役割を果たしてきているが、一方で、主務官庁の許

可主義による我が国の公益法人制度は、明治 29 年の民法制定以来 100 余年にわた

り抜本的な見直しが行われておらず、様々な批判及び指摘を受けるに至っています。

このため、政府においては、平成 14 年 3 月 29 日に「公益法人制度の抜本的改革

に向けた取組について」（資料 3）を閣議決定し、公益法人制度について、関連制度

を含め抜本的かつ体系的な見直しを行うこととされました。

上記閣議決定を受けて、内閣官房は、関係各府省及び民間有識者の協力の下、改

革の基本的枠組み等についての検討に着手しました。そして、平成 14 年 8 月 2 日

に「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」を公表し、さらに、同年 11
月から、有識者からなる「公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会」を行政改革

担当大臣の下に開催し、意見の聴取が行なわれました。また、与党においても、公

益法人制度の抜本的改革に向けた意見集約が図られ、平成 15 年 5 月 30 日、政府に

対する申し入れが行われました。

このような検討過程を経て、政府は、平成 15 年 6 月 27 日に、公益法人制度の抜
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本的改革の基本的枠組みやスケジュール等を明らかにした「公益法人制度の抜本的

改革に関する基本方針」（資料 4。以下「基本方針」といいます。）が閣議決定され

ました。

(2) 改革の具体化に向けた検討

基本方針においては、①公益性の有無に関わらず準則主義（登記）により簡便に

設立できる一般的な非営利法人制度を創設すること、②公益性を有する場合の優遇

措置の在り方については、特別法に基づく法人制度を含めた全体の体系の整合性に

留意しながら、公益性の客観的で明確な判断基準の法定化や独立した判断主体の在

り方等を含め検討すること等の改革の基本的な方針が示されるとともに、「有識者の

協力を得つつ、関係府省との連携の下、内閣官房において上記の新たな非営利法人

制度の検討を進め、平成 16 年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化した上

で、所管省において税制上の措置に係る専門的検討を進めることとし、平成 17 年

度末までに法制上の措置等を講ずることを目指す」こととされています。

これを受け、改革の具体化に向けた検討を進めていくに当たり、関係府省の緊密

な連携を図るため、平成 15 年 8 月 1 日、内閣官房、総務省、法務省及び財務省の

局長クラスを構成メンバーとする「公益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連

絡協議会」が設置されました。

また、政府における検討の参考に資するため、平成 15 年 11 月から、行政改革担

当大臣の下に、有識者からなる「公益法人制度改革に関する有識者会議」（以下「有

識者会議」といいます。）が開催されています。有識者会議の下には「非営利法人ワ

ーキンググループ」が開催され、公益性の有無に関わらない新たな非営利法人制度

についての専門的な検討が進められています。

有識者会議では、改革の意義、新たな非営利法人制度、公益性を取り扱う仕組み

のあり方等、当面の論点について幅広い議論を行い、平成 16 年 3 月 31 日に、その

後の具体的検討に資するため、それまでの議論を中間的に整理し、「議論の中間整

理」（資料 5。以下「中間整理」といいます。）として公表されました。

この中間整理を踏まえ、有識者会議では、本年末までを目途に政府において更に

基本的枠組みを具体化するとの基本方針のスケジュールに沿って、具体的な検討を

進めていくこととされています。

(3) これまでの経緯

平 12（2000）年

12 月 「行政改革大綱」閣議決定

→公益法人に対する行政の関与の在り方について改革を行う閣議決定がされ

ました。

平 13（2001）年
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4 月 「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」公表

→この中で公益法人制度の抜本的改革の必要性が言及されました。

7 月 「行政委託型公益法人等改革を具体化するための方針」、「公益法人制度に

ついての問題意識～抜本的改革に向けて～」公表

→公益法人制度についての問題点が整理されました。

平 14（2002）年

3 月 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」閣議決定

→各府省は責任をもって実施、内閣官房は、実施につき検討を要する事項の

調整、総務省は、実施状況を調査、白書で公表することが決定されました。

「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」閣議決定

→政府として公益法人制度について関連制度（ＮＰＯ、中間法人、公益信託、

税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行うことが決定されました。

8 月 「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」公表

→有識者からのヒアリング等を踏まえて改革の論点が整理され、これを叩き

台に広く意見

が求められました。

11 月 公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会開催

→改革の内容につきさらに検討がされました。

2003（平 15）年

6 月「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」閣議決定

→一般的な非営利法人制度として、今の財団・社団の公益法人制度にかえて、

登記だけで設立できる新しい非営利法人の制度を創設し、公益性がある法

人は税制上の優遇措置が受けられる方向が出されました。

2003（平 15）年

11 月 公益法人制度改革に関する有識者会議、非営利法人Ｗ．Ｇ開催

→改革の意義、新たな非営利法人制度、公益性を取り扱う仕組みのあり方等、

当面の論点について幅広い議論がなされています。

2004（平 16）年

3 月 公益法人制度改革に関する有識者会議による「議論の中間整理」公表

→今後の具体的検討に資するため、有識者会議での議論が中間的に整理され、

公表されました。
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3 三重県の取組

（1）「県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例」の制定

県出資法人その他の外郭団体の多くが民法に基づく公益法人であり、これらの公

益法人に対しては、毎年多額の補助金等が県から交付されています。また、公益法

人一般の問題としては、この数年来、休眠法人などが大きな問題となっています。

さらには、公益法人等の監督等の事務は地方分権一括法により、平成 14 年 4 月か

らは自治事務となり、条例制定の可能性が拡大されました。このことから、公益法

人の設立に係る許可手続き等、さらに近時、公益事業の実施方法として注目されて

いる公益信託についての手続きを定め、これらの制度について、透明性の高い、効

率的かつ公正な運用を図り、もって地方分権の時代にふさわしい公益を実現するこ

とを目的として、条例が制定されました。

国においても、特殊法人や行政委託型公益法人の改革が取り組まれ、公益法人制

度を抜本的に見直すことが検討されており、この条例は、現行法の枠内ですが、国

に先駆けての公益法人改革を行おうとするものであります。

（2）外郭団体改革

外郭団体（県出資率 25％以上の公益法人、株式会社などの団体及び県が筆頭出資

者である公益法人など）の改革は、県議会行政改革調査特別委員会の審議を経なが

ら、団体の統廃合をはじめ、事業の縮小、県関与の見直し、情報公開制度の導入な

どを進めてきました。

平成 15 年 1 月には、基本財産の運用リスクの増大等に対応するための資金運用

の基本指針や県の財政支援のあり方など外郭団体全体にわたるシステムの改革及び

個別団体の改革を示した「三重県外郭団体改革方針」を策定し、外郭団体が、この

方針に沿って、簡素で効率的な経営を行い、県民へ質の高い行政サービスが提供さ

れるよう、取り組んでいます。

さらに、議員提案による「県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条

例」が平成 14 年 10 月から施行され、県出資率 25％以上の公益法人等は、自らその

目的、事業、経営計画及び経営状況の評価を行うとともに、この評価結果について

知事等が審査及び評価をし、議会への報告及び県ホームページで公表しています。

第 2節 休眠法人、所管不明法人の整理に関する処理

正当な理由なく長期間にわたって事業を行っていない休眠法人、登記はあるが所

管官庁が不明である所管不明法人は、買収等により役員に就任した者による目的外

事業の実施や、税法上の優遇措置を利用した収益事業の実施など、公益法人制度の

悪用を招くおそれがあります。
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その対策として、休眠法人については、昭和 54 年に民法の一部改正が行われた

ほか、昭和 60 年には「休眠法人の整理に関する統一基準」等が策定され、現在、

各所管官庁では、この基準等に沿って所管の休眠法人の整理に努めています。

一方、所管不明法人については、平成 7 年度に、所管不明公益法人調査が実施さ

れた結果、全国で約 1,860 の所管不明法人が存在し、うち都道府県知事所管では約

470 法人の所管不明法人が存在することが明らかとなりました。これらについては、

旧総理府から各省庁又は都道府県に割振りを実施し、割り振られた各官庁で、処理

が進められています。

平成 14 年 3 月、総務省からは、各所管官庁に対し、原則として、平成 14 年内に

すべての所管不明法人の処理を終了することを目標として、未処理法人について、

処理作業を進めるための手順と目標期限を示した処理の促進についての通知が出さ

れました。

三重県においては、22 法人が所管不明法人として存在していましたが、平成 16
年 6 月 1 日現在においては 2 法人となっており、今後も引き続き未処理の所管不明

法人の早急な処理に積極的に取り組んでいきます。

第 3節 公益法人会計基準の見直しについて

１ 定義

公益法人会計基準は、民法法人の会計について、そのよるべき一般的、標準的な

基準を示したもので主務官庁は、この会計基準をすべての公益法人に適用するよう

指導することを要請していますが、特別な公益法人や特別な事業については部分的

に適用除外を認めています。

昭和 52 年 3 月公益法人監督事務連絡協議会の申し合わせにより設定され、昭和

53 年 4 月から実施されましたが、昭和 60 年 9 月公益法人指導監督連絡会議によっ

て改正が行われ、昭和 62 年 4 月から新しい基準が実施されています。

2 会計基準の見直し

公益法人会計基準については、前回改正から 19 年が経過し、この間、公益法人を

めぐる社会的及び経済的環境は大きく変化しています。また、企業会計、公会計及

び非営利会計の分野においても会計基準の新設・改廃等が行われてきているところ

です。

こうした状況にかんがみ、平成 12 年 4 月から旧総理府（平成 13 年 1 月の省庁再

編後は総務省）において、有識者からなる「公益法人会計基準検討会」を開催して、

現行基準の問題点を整理し、今後の改正の方向性について検討が行われました。ま

た、平成 12 年 12 月に閣議決定された「行政改革大綱」においても、公益法人会計



9

基準の改善策の検討を行うこととされました。同検討会は、平成 13 年 12 月、それ

までの検討結果について「公益法人会計基準の見直しに関する論点の整理（中間報

告）」として公表し、国民からの意見募集を行いました。

これらを踏まえて、平成 14 年 3 月、公益法人会計基準の理論及び実務の進展に

即して更に充実と改善を図るための検討を行うため、公益法人等の指導監督等に関

する関係閣僚会議幹事会の下に、有識者で構成する「公益法人会計基準検討会」が

開催され、約 1 年をかけて検討が行われました。

平成 15 年 3 月、同検討会から「公益法人会計基準（案）」を中心とする「公益法

人会計基準検討会報告書」が取りまとめられ、公表されました。この報告書のポイ

ントは、以下のとおりとなっています。

① 広く一般的に用いられている企業会計の手法を可能な限り導入し、公益法人の

ディスクロージャ（財務情報の透明化）を充実させるとともに、事業の効率性

も分かりやすく表示

② 寄付者、会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営状況を会計上明らかにす

ることにより、公益法人の受託責任を明確化

③ 公益法人の自律的な運営を尊重するとともに、外部報告目的の財務諸表を簡素

化

この会計基準（案）については、平成 15 年 6 月から総務省において有識者で構

成する「公益法人会計基準案研究委員会」が開催され、適用のあり方、適用時期等

について、公益法人制度の抜本的改革の動向等を踏まえつつ、同委員会において検

討が行われています。

第 4節 公益法人の指導監督及びディスクロージャーの充実等

一部公益法人の不祥事により、公益法人の運営の在り方やその指導監督の在り方

等が厳しく問われている現状を踏まえ、政府は、厳正な指導監督を更に徹底するた

め、平成 13 年 2 月 9 日、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会に

おいて、①各府省に公益法人指導監督官を置くなど指導監督の責任体制を確立する、

②立入検査について少なくとも 3 年に 1 回実施するなどの充実を図る、③一定規模

以上の公益法人に対する外部監査の要請等について所要の措置を講ずる等を内容と

する「公益法人の指導監督体制の充実等について」の申合せをしています。

また、公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化・適正化を

図るとともに、「行政改革大綱」等に基づく公益法人改革の推進に資するための取組

として、平成 13 年 8 月 28 日、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事

会において「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」の申

合せを行った。現在、各府省は、本申合せに基づき、所管公益法人の一覧表をホー

ムページ上に公開しており、さらに総務省においては、「公益法人データベース」を

同省のホームページ上に公開しています。
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各都道府県に対しても、上記二つの申合せと同様の措置を講ずるよう要請されて

います。三重県での、指導監督の責任体制は、第 1 章第 3 節「公益法人に対する指

導監督等に関する制度及び取組」で述べたとおりです。また、立入検査については、

条例第 49 条第 4 項で 2 年に 1 回以上の割合で実施するよう努めることとされ、立

入検査の指導内容等については年次報告により公表しています。さらに、所管公益

法人の一覧表を三重県のホームページ上に公開しています。

第 5節 公務員制度改革大綱に基づく措置

平成 13 年 12 月 25 日に閣議決定された「公務員制度改革大綱」において、適正

な再就職ルールの確立を図るため、営利企業や特殊法人等への再就職とともに、公

益法人への再就職についても、民間法人としての性格を踏まえつつ見直しを行うこ

ととされています。

また、上記閣議決定を受け、平成 14 年 3 月 29 日には、公益法人等の指導監督等

に関する関係閣僚会議幹事会において、当該閣議決定に基づき各府省が所管公益法

人に対し指導等すべき具体的事項を定めた「公務員制度改革大綱に基づく措置につ

いて」を申し合わせています。
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第 3 章 三重県における公益法人の現況

第 3 章「三重県における公益法人の現況」及び第 5 章「三重県における公益

信託の現況」の基礎となった数値は、平成 15 年度公益法人概況調査（調査時

点平成 15 年 10 月 1 日）によっています。

公益法人概況調査とは、公益法人の実態を把握するために総務省（大臣官房

管理室）が各省庁に対して、昭和 61 年から実施しているものです。

なお、公益法人概況調査においては、共管法人は所管部局それぞれで計上す

ることとなっているため、実数とは一致しません。

※ 第３章における（ ）内の数値は、前年値です。

第 1 節 基礎的事項

1 公益法人数

図表 1は本県における公益法人数と過去 5年間の推移を示したものです。

本県における公益法人数は、減少傾向にあり、平成 15 年 10 月 1 日現在の公

益法人は 293（293）法人です。このうち社団法人数が 148（145）法人、財団

法人数が 145（148）法人です。

なお、知事部局と教育委員会との共管は 3（2）法人です。共管法人を除いた

実数は 290（291）法人で、社団法人が 148（145）法人、財団法人数が 142

（146）法人です。

（図表 1）過去５年間の公益法人数の推移及び割合

平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年

法人数 309 301 295 293 293

※ 公益法人の目的（事業）の内容が、複数の官庁の所掌事務に関連する場合には、それ

らの官庁の「共管」という形で指導監督等が行われることになります。このように、複

数の官庁の指導監督等を受けている公益法人があることから、所管官庁ごとの公益法人

数の単純な合計数（延べ数）は、所管官庁間の共管重複分だけ実際の公益法人数（実

数）よりも多くなります。
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2 所管部局等別法人数

図表 2-1 は、本県における公益法人数を所管部局毎に示したものです。知事

部局の所管は 207 法人、教育委員会の所管は 78 法人、公安委員会の所管は 8

法人です。

（図表 2-1） 所管部局別法人数及び割合

〔総計〕

社団法人 財団法人 計

知事部局所管 122（120） 85（ 87） 207（207）

教育委員会所管 21（ 20） 57（ 58） 78（ 78）

公安委員会所管 5（  5） 3（  3） 8（  8）

合 計 148（145） 145（148） 293（293）

〔知事部局別〕

社団法人 財団法人 計

総合企画局 0（  0） 0（  0） 0（  0）

総務局 1（  1） 3（  3） 4（  4）

生活部 27（ 26） 19（ 21） 46（ 47）

健康福祉部 45（ 44） 27（ 26） 72（ 70）

環境部 8（  8） 3（  3） 11（ 11）

農林水産商工部 28（ 28） 20（ 21） 48（ 49）

地域振興部 4（  4） 9（  9） 13（ 13）

県土整備部 9（  9） 4（  4） 13（ 13）

合 計 122（120） 85（ 87） 207（207）
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図表 2-2 は、本県における県民局管内別の公益法人数を示したものです。

公益法人が多い地域は、津地方県民局管内で 131 法人、少ない地域は紀南県

民局管内で 5法人です。

（図表 2-2） 県民局管内別法人数及び割合

社団法人 財団法人 計

北 勢 県 民 局 管 内 30（ 28）     38（ 38）     68（ 66）

津地方県民局管内 68（ 69）     63（ 65）    131（134）

松阪地方県民局管内 19（ 19）     11（ 12）     30（ 31）

南勢志摩県民局管内 18（ 17）     17（ 17）     35（ 34）

伊 賀 県 民 局 管 内  9（  8）      8（  8）     17（ 16）

紀 北 県 民 局 管 内      2（  2）      5（  5）      7（  7）

紀 南 県 民 局 管 内      2（  2）      3（  3）      5（  5）

合 計    148（145）    145（148）    293（293）

3 性格別法人数

表 3 は、現在の公益性に関する基準から、各所管部局が所管法人を①本来の

公益法人（その目的（事業）に現在においても公益性があり、公益法人として

十分な資格をもっている法人）②互助・共済団体等（その目的（事業）が、公

益（不特定多数の者の利益を図る）というよりは、共益（構成員相互の利益を

図っている）と考えられる法人③営利法人等転換候補（その法人の公益事業が

営利企業の事業と競合し、又は競合しうる状況となっている法人）④その他に

分類したものです。

（表 3）性格別法人数及び割合

本 来 の    

公益法人

互助・共済

団 体 等     
営利転換候補 その他 計

社団法人 121 27 0 0 148

財団法人 128 17 0 0 145

合計 249 44 0 0 293
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4 設立年代別法人数

図表 4 は、本県における設立年代別の法人数を示しています。現在活動して

いる法人の約 7割が昭和 41 年以降の設立となっています。

（図表 4）設立年代別法人数及び割合

～S20 S21～S30 S31～S40 S41～S50 S51～S60 S61～H7 H8～H15

法人数 16 40 32 55 71 57 22

※ 設立年ごとの法人数は、平成 15 年 10 月 1 日現在において活動中である法人を、設立

を許可された年ごとに集計したもので、解散法人等は含まれないため、各年に設立を許

可された法人数とは異なります。
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5 設立目的別法人数

図表 5 は、本県における主たる設立目的別の公益法人数を示したものです。

家庭生活、保健・衛生・医療、職業・労働等の「生活一般」が 46％を占め、教

育、育英・奨学、学術・研究、文化・芸術等の「教育・学術」が 30％を占めて

います。

（図表 5）設立目的別公益法人数及び割合

生活一般 教育・学術 政治・行政 産業 延べ数

法人数 178 119 27 68 392

※ 公益法人概況調査では、事業内容を 2 種類以内で記入することとしているため、公益

法人数とは合致しません。
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6 事業種類別法人数

図表 6は設立目的を達成するために行う事業内容に従って分類したものです。

振興、助成・給付、貸与、表彰等の「振興・奨励」と教育・訓練、相談、研修

会・講習会等の「指導・育成」で 53％を占めています。

（図表 6）事業種類別法人数及び割合

振興・

奨励

指導・

育成

調査・

研究

普及・

広報

検査・

検定
交流 共済

施設の

運営
その他 延べ数

法人数 160 173 82 50 6 18 20 76 42 627

※ 公益法人概況調査では、事業内容を 4 種類以内で記入することとしているため、公益

法人数とは合致しません。
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7 社員規模別法人数

  図表 7 は、本県における社団法人の民法上の社員を、個人社員と法人社員に

分けて、規模別の法人数及び割合を示したものです。

社員とは、社団法人の法人格の基礎となる構成員（個人、団体を問いませ

ん。）のことで、通常、会費等を支払って総会等の法人運営に参加しています。

本県における社団法人の社員合計会員数は 99,762（95,884）人で、社員平均

会員数は 674（661）人となっています。

図表 7 によると社員のうち個人社員では、1～99 会員の小規模法人が 63 法人

と 4 割以上を占めています。一方、社員のうち団体社員では、約 6 割を占める

社員数 0の法人を除くと、1～99 団体の 45 法人が最も多くなっています。

（図表 7）社員のうち個人社員及び団体社員の規模別法人数及び割合

（社員のうち個人社員数）総数 91,838 人

0 人 1～99 人
100～499

人

500～999

人

1000～

4999 人

5000 人

以上
計

社団法人数 27（26） 63（62） 36（39） 11（ 9） 7（ 5） 4（ 4） 148（145）

（社員のうち団体社員数）総数 7,924 団体

0 団体
1～99

団体

100～499

団体

500～999

団体

1000～

4999 団体

5000 団体

以上
計

社団法人数 88（86） 45（43） 10（11） 4（3） 1（ 2） 0（ 0） 148（145）

※ 社員が 0 人又は 0 団体の区分に属する法人は、多くが会員の対象（資格）を個人又は

団体（企業等）に限定しているものと考えられ、基本的に個人社員 0 の法人は団体社員

のみで、逆に団体社員 0 の法人は個人社員のみで構成され、残りの法人が個人、団体両

方の社員から構成されていることになります。
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8 基本財産規模別法人数

図表 8 は、本県における財団法人の基本財産規模別法人数及びその割合を示

したものです。

基本財産とは、財団法人の法人格の基礎となる財産であり、本来この基本財

産から生み出される運用益をもって公益活動を行うべき法人の中心となる財産

で、一般的には、その取り崩し等には厳格な制限がかかっています。

本県における財団法人の基本財産の合計金額は、281 億 2 千 8 百万円（280

億 9 千 9 百万円）で基本財産の平均金額は、約 1 億 9 千 4 百万円（1 億 9 千万

円）となっています。

図表 8 によると最も多い区分が 1 千万円以上 5 千万円未満の 55 法人で、基

本財産規模の小さい 500 万円未満の法人が 19 法人となっています。

（図表 8）基本財産規模別財団法人数及び割合
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500 万円

以上 1000

万円未満

1000 万円

以上 5000

万円未満

5000 万円

以上

1 億円未満
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未満

10 億円

以上
計
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9 賛助会員規模別法人数

図表 9 は、本県における公益法人の賛助会員等の規模別の法人数及びその割

合を示したものです。

賛助会員等とは、財団法人における会員又は社団法人における民法上の社員

以外であって、定款又は寄附行為に定めのある会員（賛助会員、名誉会員、特

別会員等その名称は問いません。）をいいます。

  本県における賛助会員等合計会員数は 84,675（84,073）人で、賛助会員等を

有する法人内での平均会員数は 1,283（1,293）人となっています。

図表 9 によると全法人の約 78％が、賛助会員制度を有しないか、又は制度を

有しているが、実際の賛助会員等がいないものとなっています。

（図表 9）賛助会員規模別法人数及び割合
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又は 0 会員
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計
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第 2節 個別的事項

1 職員規模別法人数

図表 10 の上欄は、本県における公益法人の職員の規模別の法人数及び割合

を示したものであり、下欄は職員のうち最低でも週 3 日以上出勤しているもの

を常勤職員とし、その規模別の法人数を示したものです。

職員とは、理事の職務を助け、実際の法人の活動を担う中核的存在であり、

法人管理、事業執行その他多方面での実務を行っています。

本県における職員合計人数は 2,977（2,845）人で、職員平均人数は 10.16 人

です。また、常勤職員の合計人数は 2,450（2,437）人で常勤職員の平均人数は

8.36 人となっています。

図表 10 によると規模が 2～9 人の法人が最も多く、職員が 1 人の法人もかな

りの割合を占めています。

（図表 10）職員規模別法人数及び割合

0 人 1 人 2～9 人 10～49 人 50～99 人 100 人～ 計

法人数

（職員）
29（31） 81（76） 117（122） 51（50） 12（11） 3（ 3） 293（293）

法人数

（常勤職員）
71（69） 59（57） 105（108） 48（48） 7（ 9） 3（ 2） 293（293）

（職員規模別） （常勤職員規模別）

※ 職員の中には、雇用関係にある者のほか、法人の名をもって対外的活動を行っている

顧問、参与、専門委員等が含まれています。

※ 設立母体の企業・団体からの出向・派遣により、法人とは雇用関係にない者が事務を

行っている場合は、0 人と扱っています。
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2 役員規模別法人数

図表 11-1 は、本県における理事の規模別の法人数及びその割合を示したも

のです。理事は民法上、法人を代表するとともに業務の執行機関として位置付

けられており、法人運営上重要な役割を担っています。

本県における理事合計人数は 3,801（3,875）人で、理事平均人数は 12.97 人

となっています。また、最低でも週 3 日以上勤務している常勤理事合計人数は

128（134）人で、常勤理事平均人数は 0.44 人となっています。

（図表 11-1）理事規模別法人数及び割合

1～9 人 10～19 人 20～29 人 30～39 人 40～49 人 50 人以上 計

法人数 96（94） 153（150） 45（45） 1（ 1） 1（ 2） 1（ 1） 293（293）
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図表 11-2 は、本県における県庁出身（現職を含みます。）理事の規模別の法

人数及びその割合を示したものです。

（図表 11-2）県庁出身理事の規模別法人数及び割合

0 人 1～9 人
10～19

人

20～29

人

30～39

人

40～49

人

50 人

以上
計

法人数 203（197） 88（94） 1（1） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 293（293）

表 11-3 は、県庁出身理事数が理事全体の 3 分の 1 を超える法人数を示した

ものです。指導監督基準では、理事現在数に占める県庁出身者の割合を 3 分の

1 以下にするように求められており、本県は 6 法人で、前年から 1 法人増加し

ています。

なお、平成 16 年 4 月 1 日現在では、5 法人となっています。
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表11-4は、本県における役員（理事、監事）及び評議員の公務員出身者の就
任状況を示したものです。

公益法人において役員とは 理事及び監事をいいます 監事は 法人の会計、 。 、 、
財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であり、民法上は
任意設置とされていますが、指導監督基準においては、監事を必ず設置するこ
とと規定されています。また、財団法人における評議員は、法人の重要事項に
ついて諮問を受けたり決定をしたりする役割を担っています。通常、評議員会
を構成し、理事の選任、予算・決算の承認等を行います。指導監督基準では、
財団法人には原則として評議員会を設け、評議員会において理事の選任及び予
算、決算等の重要事項の諮問を行うことを求めています。

平成 年 月 日現在の理事全体数は 人で うち常勤は 人です15 10 1 3,801 128、 。
また、監事全体数は （ ）人、評議員全体数は （ ）人となって653 654 2,558 2,660
います。

本県における県庁出身理事数は 人で前年から 人減っています。また194 10
県庁出身理事のいる法人数は 法人で前年から 法人減っています。90 6

（表11-4）役員（理事、監事）及び評議員の公務員等出身者の就任状況

（単位：上段は人数、下段は法人数）

理事数 うち常勤理事数 監事数 評議員数

法人数 法人数 法人数 法人数

公務員出身者 216（225） 45 49 38 34 185（187）（ ） （ ）

96（102） 36 45 32 30 41（ 43）（ ） （ ）

うち県庁出身者 194（204） 40 42 29 27 174（178）（ ） （ ）

90（ 96） 32 37 24 23 39（ 39）（ ） （ ）

うち現職県職員 99（104） 4 8 17 15 121（122）（ ） （ ）

50（ 52） 4 7 13 11 34（ 32）（ ） （ ）

現職県議会議員 14（ 14） 0 0 3 3 6（ 9）（ ） （ ）

11（ 10） 0 0 2 2 2（ 4）（ ） （ ）
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3 役員の年間報酬額

表12-1は、有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数を示したものです。

（表12-1）有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

有給役員なし 400万円未満 400万円以上 800万円以上 1,200万円以上
800万円未満 1,200万円未満

法人数 205 200 39 43 41 44 8 （ 6） 0 0（ ） （ ） （ ） （ ）

表12-2は、県庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報
酬額規模別法人数を示したものです。県庁出身常勤役員がいる法人は32法人で
前年から5法人減っています。

（表12-2）県庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法
人数

有給役員なし 400万円未満 400万円以上 800万円以上 1,200万円以上
800万円未満 1,200万円未満

法人数 3 5 8 10 17 19 4 （ 3） 0 ( 0）（ ） （ ） （ ）

4 国、県からの補助金等交付法人数

表13-1は 国 県からの補助金等が交付されている法人数を示したものです、 、 。
本県の公益法人の20.1％が国又は県のどちらか一方から補助金等の交付を受け
ています。

（表13-1）国、県からの補助金等交付法人数

国からの 県からの 合 計
補助金等収入 補助金等収入

社団法人 5 5 25 （ 32） 30 （ 34）（ ）

財団法人 6 6 29 （ 36） 29 （ 37）（ ）

計 11 11 54 （ 68） 59 （ 71）（ ）

※ 合計欄は、国又は県どちらか一方から補助金等交付を受けている法人数
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表13-2は、国からの補助金等交付状況を交付金額毎に示したものです。1億
超の補助金等交付法人は、1法人です。その内訳は、5億円超が1法人となって
います。

（表13-2）国からの補助金等交付状況

0超 5百万超 1千万超 5千万超 1億超 2億超 3億超 4億超 5億超
5百万 1千万 5千万 1億未満 2億未満 3億未満 4億未満 5億未満
未満 未満 未満

社団法人 4 4 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0 0（ ） （ ）

財団法人 2 1 0（1） 2（3） 1（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 1 0（ ） （ ）

計 6 5 0（1） 3（4） 1（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 1 0（ ） （ ）

表13-3は、県からの補助金等交付状況を交付金額毎に示したものです。1億
円超の補助金等交付法人は、7法人です。その内訳は、5億円超が1法人、4億円
超5億円未満が1法人、1億円超2億円未満が5法人となっています。

（表13-3）県からの補助金等交付状況

0超 5百万超 1千万超 5千万超 1億超 2億超 3億超 4億超 5億超
5百万 1千万 5千万 1億未満 2億未満 3億未満 4億未満 5億未満
未満 未満 未満

社団法人 15 20 2 4 7 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

財団法人 6 9 6 4 6 7 4 4 5 9 0 1 0 1 1 1 1 0（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

計 21 29 8 8 13 13 5 6 5 9 0 1 0 1 1 1 1 0（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）



26

第4章 三重県における公益法人の指導状況

第1節 総括的事項

1 設立指導及び解散指導

表14-1は、本県において平成13年度、平成14年度、平成15年度に設立され、
所管部局等から法人設立についての指導を行った公益法人を示したものです。

（表14-1）過去3か年度の設立指導状況

平成13年度 平成14年度 平成15年度

総 合 企 画 局

総 務 局

生 活 部 （社）鳥羽市シルバー人材 （社）伊勢・鳥羽・度会地
センター 域中小企業勤労者福祉

（社）東員町文化協会 サービスセンター※
（社）中勢地域中小企業勤労

者福祉サービスセンター
（社）大安町シルバー人材

センター

健 康 福 祉 部 （社）伊賀薬剤師会※

環 境 部

農林水産商工部 （社）伊賀上野観光協会 （財）ほくせいふれあい財団
※

地 域 振 興 部 （財）ベルファーム

県 土 整 備 部

教 育 委 員 会 （財）諸戸会 （社）三重県レクリエーシ
ョン協会

公 安 委 員 会

※の法人は、平成15年度公益法人概況調査の対象（平成14年10月2日から平成15年10月1日までの間に設
立した法人）となっています。また、ここに掲げている他に、新たに財団法人三重キリスト教青年会が
共管法人となり また所管不明法人であった社団法人神津佐報徳社が教育委員会の所管となっています、 。
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表14-2は、本県において平成13年度、平成14年度、平成15年度に解散し、所
管部局等から法人解散についての指導を行った公益法人を示したものです。
（表14-2）過去3か年度の解散指導状況

平成13年度 平成14年度 平成15年度

総 合 企 画 局 （財）三重社会経済研究
センター

総 務 局

生 活 部 （財）三重県厚生会 ※ （社）三重県勤労者福
（財）三重県勤労総合福祉事 祉施設協議会

業団 ※ （社）三重県青少年育
成県民会議

健 康 福 祉 部 （財）田中公益財団 （社）日本社会福祉愛
（財）恩賜財団三重懸同胞援 犬協会

護曾
（財）呉竹会
（財）宇治山田市民生事業後

援会

環 境 部 （財）三重県森林土木技
術センター

農林水産商工部 （社）三重県家畜畜産物 （社）四日市遠洋漁業基地振 （財）三重産業振興セ
衛生指導協会 興会 ンター ※

（社）三重県肉用子牛価 （財）三重県鰹鮪漁船海難救 （社）三重県工業用水済
格安定基金協会 基金協会 協会

（社）三重県子豚価格安 （財）安濃町農業公社 ※
定基金協会

（財）尾鷲市産業振興協
会

地 域 振 興 部 （財）御浜町開発公社

県 土 整 備 部 （財）三重県調整池管
理協会

教 育 委 員 会 （財）西来寺維持財団 （財）三重県国際教育
（財）護法会 協会
（財）神宮奉斎会鳥羽支部
（財）四日市レジャー施設協会
※

公 安 委 員 会

※の法人は、平成15年度公益法人概況調査の対象（平成14年10月2日から平成15年10月1日までの間に解
散した法人）となっています。

2 立入検査実施状況

表15-1は、本県において平成15年度に実施した、条例第49条に基づく公益法
人毎の立入検査の実施状況です。また、表15-2は所管部局毎の立入検査の実施
状況です。

所管部局の立入検査は、条例第49条第4項で2年に1回以上の割合で行うよう
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に努めるとされており、所管部局毎の実情に応じそれぞれで実施しています。
立入検査の検査基準等は 「公益法人検査要綱」等に基づき、所管部局毎の、

実情に応じ定めており、改善すべき点の有無についても所管部局がそれぞれで
判断を行っています。

平成15年度に所管部局が立入検査を実施した公益法人数は123法人で、所管
公益法人数全体（293法人）の42.0％となっています。また、平成14、15年度
に219法人（所管公益法人全体の74.9％）に対し立入検査を実施しました。

（表15-1）公益法人毎の立入検査実施状況

定期検査 臨時検査 設立検査 合 計

社団法人数 62 0 1 63

財団法人数 58 0 2 60

計 120 0 3 123

（表15-2）各部局毎の立入検査実施状況

所管 平成15年度立入検査実施 平成15年度 平成14・15 平成14・15
公益 法人数 立入検査実 年度立入検 年度立入検
法人数 改善すべき 施率（％） 査実施法人 査実施率

点のあった 数 （％）
法人数

総 合 企 画 局 0 0 0 0.0 0 0.0

総 務 局 4 4 1 100.0 4 100.0

生 活 部 46 18 3 39.1 32 69.6

健 康 福 祉 部 72 24 22 33.3 43 59.7

環 境 部 11 6 0 54.5 11 100.0

農林水産商工部 48 21 19 43.8 40 83.3

地 域 振 興 部 13 7 0 53.8 10 76.9

県 土 整 備 部 13 9 6 69.2 13 100.0

知事部局計 207 89 51 43.0 153 73.9

教 育 委 員 会 78 26 22 33.3 58 74.4

公 安 委 員 会 8 8 2 100.0 8 100.0

合 計 293 123 75 42.0 219 74.7

※ 定期検査とは、各公益法人を対象として、おおむね2年度に1回の割りで実施される検
査をいいます。

※ 所管公益法人数は、平成15年10月1日現在。合計欄の各法人数は、共管による重複を
含む延べ数です。
※ 臨時検査とは、特別の必要が生じた場合に、関係法人を対象として臨時に実施される

検査をいいます。
※ 設立検査とは、新たに設立された公益法人（新たに知事の所管に属することとなった

公益法人を含みます ）に対して実施される検査をいいます。。
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第2節 個別的事項

1 事業の実施状況

表16-1は 公益法人の活動状況を示したものです 活発 が48.0％ 普通、 。「 」 、「 」
が49.6％ 「不活発」が2.4％となっています。、

なお、活動状況の判断は、各部局がそれぞれの基準で行っています。

（表16-1）公益法人の活動状況

活発 普通 不活発 休止

社団法人数 40 21 2 0

財団法人数 19 40 1 0

計 59 61 3 0

表16-2は、公益法人の活動内容を示したものです 「目的の事業を行ってい。
る法人」が122法人 「目的の事業を行っていない法人」が1法人となっていま、
す。

（表16-2）公益法人の活動内容

目的の事業を 目的の事業を 目的外事業を
行っている法人 行っていない法人 行っている法人

社団法人数 62 1 0

財団法人数 60 0 0

計 122 1 0

2 所管不明法人の状況

表17は、本県における所管不明法人の指導状況を示したものです。本県にお
いては、22法人が所管不明法人として存在していましたが、平成16年6月1日現
在においては2法人となっており、今後も所管不明法人の早急な処理について
積極的に取り組んでいきます。

（表17）所管不明法人の指導状況

所管不明法人数 処理状況及び今後の処理予定等

健 康 福 祉 部 1 理事から自主解散を検討する旨の確認を得てい
る 今後も自主解散の方向で法人と調整していくが。 、
困難ならば設立許可の取消しも視野に入れ指導して
いく。

農林水産商工部 1 法人の活動実態を登記、定款、収支決算報告書、
役員名簿、総会開催により確認した。今後は法人存
続の方向で処理していく。
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3 書類の備付状況

表18は、書類の備付状況を示したものです 「書類の備付なし」では、履歴。
書、就任承諾書の備付なしが多く 「書類の備付あり」では、会議議事録、登、
記関係書類の整備不良が多い結果となっています。

（表18）書類の備付状況

備付あり

備付なし
整理良好 整理不良

1.定款又は寄付行為 114 8 1

書 2.許認可等関係書類 106 13 4

3.登記関係書類 104 17 2
類

4.社員名簿 57 6 0

の 5.役員名簿 112 11 0

就任承諾書 101 14 8
備

履歴書 94 14 15

付 6.会議議事録 99 22 2

7.財産目録 116 6 1
状

8.資産台帳 112 6 5

況 9.出納簿 118 4 1

証拠書類 117 5 1

10.収支予算書 123 0 0

11.事業計画書 121 0 2

12.職員名簿 114 4 5

4 ホームページの開設状況

表19は、公益法人のホームページの開設状況を示したものです。ホームペー
ジを開設している公益法人の割合は35.2％（14.3％）で、ほぼ全国平均35.6％
と等しい状況となっています。
※（ ）内の数値は、前年値です。

（表19）ホームページ開設法人数

社団法人 財団法人 計

法人数 55 23 48 19 103 42（ ） （ ） （ ）
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5 会議の運営状況

表20-1は、総会の開催状況を示したものです。開催回数「2回以上」が57.1
％ 「1回」が42.9％となっています。、

（表20-1）社員総会の開催状況

開催法人
未開催法人 未開催法人名称

2回 1回 及び未開催の理由
以上

社団法人数 36 27 0

表20-2は、理事会の開催状況を示したものです。開催回数「2回以上」が、
85.4％ 「1回」が14.6％となっています。、

（表20-2）理事会の開催状況

開催法人
未開催法人 未開催の理由

2回 1回

以上

社団法人数 55 8 0

財団法人数 50 10 0

計 （123） 105 18 0

第3節 改善指示の状況

表21-1は、公益法人別の改善指示の状況を示したものです。改善指示があっ
た法人数は、立入検査を実施した法人の61.0％となっています。

（表21-1）改善指示の状況
（ ）は改善指示件数

定期検査 設立検査 合 計

立入検査実 改善指示をし 立入検査実 改善指示を 立入検査実 改善指示をし
施法人数 た法人数 施法人数 した法人数 施法人数 た法人数

社団法人数 62 44 （ 81） 1 0（ 0） 63 44 （ 81）

財団法人数 58 31 （ 80） 2 0（ 0） 60 31 （ 80）

計 120 75 （161） 3 0（ 0） 123 75 （161）

※ 平成15年度は、臨時検査を実施していません。
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表21-2は、各部局別の改善指示状況を示したものです。

（表21-2）各部局別の改善指示の状況

平成15年度に
改善すべき点の 法人運営面で 事業の内容・ 財務・会計面
のあった法人数 改善すべき点 実施等の面で で改善すべき その他

のあった法人 改善すべき点 点のあった法
（ ）は改善指 数 のあった法人 人数
示件数 数

総 合 企 画 局 0（ 0）

総 務 局 1（ 3） 1 1 1

生 活 部 3（ 3） 3

健 康 福 祉 部 22（ 56） 15 1 18

環 境 部 0（ 0）

農林水産商工部 19（ 32） 17 5 10

地 域 振 興 部 0（ 0）

県 土 整 備 部 6（ 9） 5 4

知事部局計 51（103） 41 7 33

教 育 委 員 会 22（ 56） 19 3 8

公 安 委 員 会 2（ 2） 1 1

合 計 75（161） 60 11 41 1

【主な指摘、指導事項】

（法人運営面）
・備え付け義務のある書類を適正に保管し、備え付けるよう指導した。
・役員変更報告書等を期限内に提出するよう指導した。
・欠員専務理事は補充するか定款を変更するよう指導した。

（事業実施面）
・コストの削減、収益の増加に努めるよう指導した。
・公益事業の拡大を検討するよう指導した。
・協会未加入業者の加入促進に努めるよう指導した。

（財務・会計面）
・公益法人会計基準の導入を図り、適正に処理するよう指導した。
・会計書類の整備をするよう指導した。
・ペイオフ対策を検討するよう指導した。
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第 5 章 三重県における公益信託の現況

第 1節 公益信託制度の概要

1 公益信託の定義

公益信託とは、信託法（大正 11 年法律第 62 号）に基づき、委託者が祭祀、宗教、慈

善、学術、技芸その他一定の公益目的のため、受託者に対してその財産を移転し、受託

者をしてその公益目的に従ってその財産を管理又は処分させ、もってその公益目的を実

現しようとする制度です。

2 公益信託の特色

公益法人においては、法人という新たな法主体を創設し、これが公益目的のために自

立的活動を行うものであるのに対し、公益信託においては、拠出された財産（信託財産）

が既存の法主体である受託者に名義上帰属し、設定された公益目的のため受託者の固有

財産とは別に管理、運用されていくものであって、両者の法律的構造は異なります。ま

た、公益法人においては、永続的又は相当長期間にわたってその存続が予定されている

のに対し、公益信託においては、信託の制度上、比較的短期間のものであっても差し支

えないなど、より弾力的な運用が可能です。

3 公益信託の仕組み

公益信託は、委託者が受託者との間で一定の公益目的のために財産を信託する信託契

約を締結することにより、又は委託者の遺言により、信託の法律関係をつくり、これに

ついて受託者が、主務官庁の許可を受けることによって成立します。

公益信託は、主務官庁の監督に属し、受託者は、信託行為の定めるところに従って、

自己の名で信託財産を管理、処分して公益事業を営みます。信託財産は、受託者に移転

されますが、受託者の固有財産とは区別されます。受託者は、その事務処理について善

管注意義務等を負い、信託義務違反に対しては損失てん補をしなければなりません。

4 公益信託に対する統一的な指導監督等の基準

公益信託に対する適正な指導監督等を行うための統一的基準として、平成6 年 9 月 13

日に公益法人等指導監督連絡会議で決定された「公益信託の引受け許可審査基準等につ

いて」があり、主務官庁においては、この基準に則った指導監督等が行われています。

5 公益信託の税制

公益信託に財産を拠出したときの税制として、個人・法人の双方につき、特定の公益

信託のために支出した金銭についてのみなし寄付金制度等、各種の優遇措置があります。
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第 2節 公益信託の現況

1 公益信託の数及び信託財産

表22は、本県における平成15年10月1日現在の信託数及び信託財産の状況を示し

たものです。

※（ ）内の数値は、前年値です。

（表22）信託数及び信託財産の状況

信託財産規模別信託数

信託財産合計

金額

信託財産平均

金額
                                                             

信託数
1千万円未満

1千万円以上

5千万円未満

5千万円以上

1億円未満
1億円以上

（千円）

  

（千円）

4

(4)

2

(2)

2

(2)

0

(0)

0

(0)

61,498

（63,702）

15,375

（15,926）

  

  

  

  

  

  

  

2 信託目的別信託数

  信託目的別では、奨学金支給（2）、教育振興（1）、その他（1）となっています。

3 授益行為の状況

  表23は授益行為の状況を示したものです。

※（ ）内の数値は、前年値です。

（表23）平成14年度の授益行為の状況

（単位：千円）

受益行為状況

個 人 任意団体 法人 合計

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

212

（202）

54,049

（52,529）

119

（120）

14,757

（14,520）

5

（0）

1,040

（0）

336

（322）

69,856

（67,049）
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(1) 委託等、推薦等に係る事務・事業の見直し

国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等

の事務・事業については、官民の役割分担及び規制改革の観点から厳しく見直し

た上で、今後とも国の関与が必要とされるものについては、国自らが行い又は独

立行政法人に行わせることとし、独立行政法人への事務移管その他所要の措置を

講ずる。これ以外のものについては、当該事務・事業に対する国の関与は廃止す

るなどの措置を講ずる。

(2) 財政負担の縮減・合理化

ア 基本的考え方

国からの公益法人への補助金・委託費等（以下 「補助金等 ）については、、 」

上記(1)の業務の見直しの内容も踏まえつつ、官民の役割分担の観点、限られ

た財政資金の効率的使用の観点、及び行政の説明責任の確保と透明性の向上の

観点から厳しく見直し、その縮減・合理化を進めることとする。

イ 公益法人に対する補助金等の支出の適正化

公益法人に対する補助金等の支出の適正化については、委託等、推薦等に係

る事務・事業の見直しと併せて検討を進めることとし、独立行政法人への事務

移管その他必要な措置を以下のように講ずる。

(ア) 国が公益法人に対して交付する補助金等で、当該法人が更に他の公益法人

やその他の法人等の第三者に分配・交付するものについては、当該補助金等

を整理・統合した上で、国自ら又は独立行政法人が分配・交付することとす

る。

(イ) 国からの補助金等により公益法人が行う事務・事業であって、当該法人の

総収入に対し、その補助金等が大部分を占める場合は、その必要性等につい

て厳しく精査を行い、当該事務・事業を整理・統合した上で国自らが行い又

は独立行政法人に行わせることとし、これを適用することが困難な公益法人

については別途検討する。

(ウ) 官民の役割分担の徹底、役員報酬の適正化の観点から、公益法人に対する

補助金等において役員報酬に係る助成は行わないこととする。

(3) 措置期限・経過措置等

ｉ） 上記(1)、(2)の改革は、平成13年度末を目途に実施計画を策定した上で、平

成17年度末までのできる限り早い時期に実行することとする。

ii) なお、それまでの間は 「 公益法人の設立許可及び指導監督基準』及び『公、『

益法人に対する検査等の委託等に関する基準』について （平成8年9月20日閣」

議決定）の規定の徹底を図る。

iii) 経営情報の公開については、上記閣議決定に加え、国からの委託等、推薦等

又は補助金等に係る事業内容等の公開や外部からの業績評価を進めるととも

に、指定法人の情報公開の在り方の検討及び公益法人会計基準の改善策の検討
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を行う。

iv) また、役員の報酬等の在り方について、特殊法人等における検討を踏まえ、

所要の措置を検討する。

(4) 地方公益法人に係る措置

都道府県所管公益法人について、国は、地方公共団体に対し、上記(1)、(2)と

同様の措置を講ずるよう要請するとともに、地方公共団体の支出についても、国

の公益法人改革を踏まえて、地方交付税措置の見直しを行うものとする。

（以下略）
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2 資格付与等

(1) 基本的考え方

公益法人が国の委託等を受けて行う試験、講習その他の資格付与等の事務・事業

については、国家資格としての社会的必要性等について検証の上、廃止、独立行政

法人による実施等を検討する。引き続き公益法人が国の委託等を受けて事務・事業

を行うものについては、規制改革の観点から、その在り方の検討を進めるものとす

る。

(2) 具体的措置内容

別表2のとおりとする。 （別表2 省略）

3 登録その他の事務・事業

(1) 基本的考え方

公益法人が、国の委託を受けて行う登録、交付等の事務・事業については、事務

・事業の性格を勘案の上、上記に準じた措置を講ずる。

(2) 具体的措置内容

別表3のとおりとする。 （別表3 省略）

Ⅱ 推薦等に係る事務・事業の改革

1 技能審査等

(1) 基本的考え方

公益法人が独自に行う技能審査等の事務・事業に対する大臣認定その他の推薦等

については、当該事務・事業が法律で定められた国の事務・事業ではないこと、民

間において実施されている各種技能審査等の間における差別化を必要以上に助長す

るおそれがあること等の観点から、一律に廃止する。また、今後同様の推薦等はこ

れを行わないこととする。

(2) 具体的措置内容

別表4のとおりとする。 （別表4 省略）
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2 制度・仕組みの一部として組み込まれた推薦等

(1) 基本的考え方

公益法人が独自に行う講習が国家資格付与の要件として認定されている等国の制

度・仕組みの一部として組み込まれている推薦等に係る事務・事業については、当

該制度・仕組みそのものの検証と併せ検討の上、Ⅰ1(1)、2(1)に準じた措置を講ず

る。

(2) 具体的措置内容

別表5のとおりとする。 （別表5 省略）

Ⅲ 補助金等の見直し

1 第三者分配型補助金等

(1) 基本的考え方

平成12年度に国から公益法人に交付された補助金等のうち、交付先の公益法人に

おいて当該補助金等の5割以上を他の法人等の第三者に分配・交付するもの（以下

「第三者分配型補助金等」という ）については、事務・事業の必要性等を検証し。

た上で、当該補助金等の廃止、国からの直接交付又は独立行政法人からの交付、交

付先公益法人が事務・事業を直接行うこと等による分配・交付比率の5割未満への

改善等の措置を講ずることにより、第三者分配型補助金等の解消を図る。なお、第

三者分配型補助金等となることにつき特段の理由のあると認められる補助金等につ

いては、その理由を公表する。

(2) 具体的措置内容

別表6のとおりとする。 （別表6 省略）

2 補助金依存型公益法人

(1) 基本的考え方

平成12年度に国から交付された補助金等が年間収入の3分の2以上を占める公益法

人（以下「補助金依存型公益法人」という ）については、当該法人に交付される。

補助金等の必要性等を検証し、補助金等の廃止、補助金等交付対象事業の国又は独

立行政法人による実施等の措置を講ずることにより、補助金依存型公益法人の解消

を図る。なお、これらの措置によっても、なお3分の2未満とならない法人について

は、補助金依存状態の解消のための改善計画を策定するものとし、また、補助金依
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存型公益法人となることに特段の理由のある公益法人については、その理由を公表

する。

(2) 具体的措置内容

別表7のとおりとする。 （別表7 省略）

3 役員報酬に対する助成

(1) 基本的考え方

公益法人の役員報酬に対する国の助成は、民間の法人の運営に国が実質的に関与

することになりかねないことから、公益法人に対する補助金等による助成は、特段

の理由のあるものを除き、一律に廃止するとともに、今後これを行わないこととす

る。

(2) 具体的措置内容

別表8のとおりとする。 （別表8 省略）

Ⅳ 公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置

上記措置を講ずることとした結果、公益法人に対する行政の関与は相当程度改善さ

れることとなるが、なお、国の委託等、推薦等を受けて事務・事業を行う公益法人、

国からの補助金等の交付を受ける公益法人等国と関係のある公益法人が引き続き存在

することとなる。このため、これらについては、別添の「公益法人に対する国の関与

等を透明化・合理化するための措置 （以下「透明化・合理化ルール」という ）を適」 。

用し、行政及び公益法人の双方における、より一層の透明性、効率性、厳格性の確保

を図るものとする。

Ⅴ 改革の実施に向けて

1 本計画による措置は、法律改正を要するものについては、原則として、平成15年度

中に実施することとする。なお、その実施に当たっては事務・事業の一層の整理・合

理化を図ることとする。

2 公益法人が行っている事務・事業の国又は独立行政法人への移管を行う場合には、

既存体制の合理的再編成により対処することを基本とする。また、今後、独立行政法

人による実施につき引き続き検討することとされているものについても、以下の点に

十分留意することとする。

(1) 移管する事務・事業が、公共上の観点から国の強い関与が不可欠であり、民間

に委ねると効率的かつ確実な実施が見込めないこと
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(2) 原則として既存の独立行政法人を活用するとともに、国、特殊法人、独立行政

法人、公益法人等が行う関連の事務・事業を、府省の枠にとらわれることなく統

合・合理化すること

(3) 移管後の独立行政法人の事務・事業、組織の合理化・効率化を徹底し、財政負

担の軽減を実現すること

3 各府省は透明化・合理化ルールが適正に運用されるよう常に意を用いるとともに、

今回の改革で示された基本的考え方に立って、所管する事務・事業の不断の見直しに

努めるものとする。

4 本計画は、今後各府省が責任をもって実施することとなる。内閣官房は、本計画の

実施につき検討を要する事項に関し、必要に応じ調整の任に当たる。総務省は、関係

府省の協力を得て、本計画の実施状況の概要について毎年度の「公益法人に関する年

次報告」及びインターネットにおいて公表するなど、本計画のフォローアップに当た

る。
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資料 3

平成 14 年 3 月 29 日

閣 議 決 定

公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて

最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ、民間非営利活動を社会・経済システムの中で

積極的に位置付けるとともに、公益法人（民法第 34 条の規定により設立された法人）に

ついて指摘される諸問題に適切に対処する観点から、公益法人制度について、関連制度

（ＮＰＯ、中間法人、公益信託、税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う。 

上記見直しに当たっては、内閣官房を中心とした推進体制を整備し、関係府省及び民

間有識者の協力の下、平成 14 年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策

定し、改革の基本的枠組み、スケジュール等を明らかにする。また、平成 17 年度末まで

を目途に、これを実施するための法制上の措置その他の必要な措置を講じる。 
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資料 4

平成 15 年 6 月 27 日

閣 議 決 定

公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針

1 改革の目的と検討の方向等 

我が国においては、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきてい

る。しかし、画一的対応が重視される行政部門、収益を上げることが前提となる民間営

利部門だけでは様々なニーズに十分に対応することがより困難な状況になっている。

これに対し、民間非営利部門はこのような制約が少なく、柔軟かつ機動的な活動を展

開することが可能であるために、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社

会のニーズに対応する多様なサービスを提供することができる。その結果として民間非

営利活動は、社会に活力や安定をもたらすと考えられ、その促進は、21 世紀の我が国の

社会を活力に満ちた社会として維持していく上で極めて重要である。

また、民間非営利活動は、国民一人一人に職場や家庭とは異なる多様な活動の場を与

えるため、個人の価値観が多様化した現代社会に対応するものである。個人の様々な価

値観を受け止め得る民間非営利活動を促進することによって、個人の活動の選択肢が広

がり自己実現の機会が増進するものと考えられる。

したがって、民間非営利活動を我が国の社会経済システムの中に積極的に位置付け、

その活動を促進するための方策を講ずる必要がある。

公益法人（民法第 34 条に基づく社団・財団をいう。以下同じ。）は、我が国の社会経

済において重要な位置を占めているこのような民間の非営利活動を担う代表的主体とし

て歴史的に一定の大きな役割を果たしてきている。

しかしながら、主務官庁の許可主義による我が国の公益法人制度は、明治 29 年の民法

制定以来、100 余年にわたり抜本的な見直しは行われておらず、特別法による法人制度を

除き、近年に至るまで、一般的な非営利法人制度がなかったため、時代の変化に対応し

た国民による非営利活動の妨げになってきたとの指摘がある。

特に、公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的

な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助

金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。

こうした諸問題に対処し、更に 21 世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利活動の発展
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を促進することが喫緊の課題となっていることから、次の方針をもって公益法人制度の

抜本的改革に取り組むこととする。

2 新たな非営利法人 

（1） 一般的な非営利法人制度の創設

    現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体と

    なっているため、様々な問題が生じている。

    このため、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず新たに非

    営利法人制度を創設する。

    この非営利法人制度は、民間の非営利活動を促進するため、準則主義（登記）に

    より簡便に設立できるものとし、そのガバナンスについては、準則主義を採る現行

    の中間法人や営利法人を参考にしつつ、法制上の在り方を検討する。

    なお、非営利法人制度の設計に当たっては、現行の公益法人制度の問題点を踏ま

    えた検討を行い、現行の中間法人制度・ＮＰＯ法人制度との法制上の関係を整理す

    ることとする。 

（2） 非営利法人における公益性

    公益性を有する場合の優遇措置の在り方については、特別法に基づく法人制度を

    含めた全体の体系の整合性に留意しながら引き続き検討する。その際、

① 公益性の客観的で明確な判断基準の法定化、独立した判断主体の在り方

② ガバナンス、残余財産の在り方、情報開示、プライバシーの保護等

    を含め検討する。 

3 新たな非営利法人に対する税制上の措置 

法人は、普遍的な国民の納税義務の下で、一般的に納税義務が課せられており、公益

性を有するなど一定の場合に税制上の優遇措置が講じられている。新たな非営利法人に

対する税制上の取扱いについては、こうした考え方を踏まえつつ、非営利法人制度の更

なる具体化にあわせて引き続き検討する。

4 移行等 

現行の公益法人から制度改革後の非営利法人への移行については、公益法人が現に公

益活動を営んでいることに配慮しつつ公平かつ合理的なシステムの下における円滑な移

行措置の在り方について検討する。

また、財団については、今般の改革の趣旨を尊重しつつ、制度的課題も含め、その在

り方を検討する。
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5 今後のスケジュール等 

有識者の協力を得つつ、関係府省との連携の下、内閣官房において上記の新たな非営

利法人制度の検討を進め、平成 16 年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化した上

で、所管省において税制上の措置に係る専門的検討を進めることとし、平成 17 年度末ま

でに法制上の措置等を講ずることを目指す。

その間、新たな制度の検討状況を適時に公表する等、広く国民の理解を得つつ、円滑

に改革を推進するよう努めるものとする。
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 議 論 の 中 間 整 理  

 

平成１６年３月３１日 

公 益法人制 度改革に 

関 す る 有 識 者 会 議 

 

 

 当会議は、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」（平成 15 年 6 月 27

日閣議決定。以下「基本方針」という。）を踏まえ、改革についての具体的な提案を

行うため、行政改革担当大臣の下、昨年 11 月 28 日の初会合以来、本年 3 月末まで

計９回にわたり開催し、議論を重ねてきた。また、当会議の下に、新たな非営利法人

制度のあり方について専門的観点から検討を行うため、非営利法人ワーキング・グ

ループを設け、７回の会合を開催した。 

 本中間整理は、「基本方針」において、新たな制度の検討状況を適時に公表し、広

く国民の理解を得つつ、改革を推進することとされていることを踏まえ、３月までの審

議において当面の論点について幅広い議論を行ったことから、今後の具体的な検討

に資するため、これまでの当会議における議論を中間的に整理したものである。今

後、当会議では、本中間整理についての国民一般の意見も参考にしつつ、議論を集

約していきたい。 

 

 

１． 改革の意義 

（1） 基本認識 

我が国では、個人の価値観や社会のニーズが多様化し、地域を基盤としたコ

ミュニティの機能向上が求められる中、阪神・淡路大震災等を契機に、民間非

営利活動に対する関心が高まり、個人として、自ら社会の構築に参加し、自発

的に活動していこうとする傾向が見られる。 

民間非営利活動は、多様な価値観の下、個人が、そのライフスタイルに応じ、

多様な幅広い活動に主体的に参加することを通じて、自己実現を図る機会を

提供するものであり、これを促進することは、高齢社会を迎えている我が国の

社会を活性化する観点からも有意義である。 

また、政府や市場だけでは様々な社会のニーズへの対処が困難な時代とな

りつつあり、21 世紀の我が国社会・経済システムにおいては、個人や法人の自

由で自発的な活動に根差す民間非営利部門が、政府部門や企業を中心とする

民間営利部門と相互に自立と協働の関係を維持しつつ、機動的な対応が難し

い政府部門や、採算性が求められる民間営利部門では十分に対応できない活
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動領域を担っていくことが期待される。その際、民間非営利部門による公益的

活動が果たす役割は極めて重要である。 

このように今後の我が国社会の中で重要性を増すと見込まれる民間非営利

部門にあって、その代表的な主体として歴史的に一定の大きな役割を果たして

きた公益法人については、その制度のあり方との関係で、①主務官庁の自由

裁量による許可主義の下、法人設立が簡便でなく、②事業分野毎の主務官庁

による指導監督が煩雑、③情報開示（ディスクロージャー）が不十分、④公益性

の判断基準が不明確、⑤公益性を失った法人が公益法人として存続し続ける、

⑥ガバナンス（法人の管理運営のあり方）に問題があるといった指摘があり、

何が公益であるかを主務官庁が自由裁量によって判断するという考え方を見

直し、こうした指摘に適切に対処すべく改革に取り組み、具体的方策を講ずる

必要がある。 

（2）基本的検討方針 

改革の基本的な枠組みを具体化するに当たっては、上記のような基本認識

の下、以下の方向を基本としつつ、検討を進めることとする。 

①  21 世紀の我が国社会において、民間非営利部門は重要な役割を果たし得

るとの認識の下、営利（剰余金の分配）を目的としない民間団体について、

公益性の有無に関わらず、一般的に法人格取得の機会を与えることを通じ

て、人々の自由活発な活動を促進し、一層活力ある社会の実現に資するた

め、新たな非営利法人制度を創設する。 

②  この新たな非営利法人制度の下における、公益性を有する場合の取扱い

については、主務官庁制の抜本的見直しが必要との考え方の下、(a)法人設

立の簡便性、(b)法人の自律性、(c)情報開示による透明性、(d)公益性判断

の客観性、(e)法人格の取得と公益性の判断を分離、(f)ガバナンスを強化し、

公益性を有するに相応しいしっかりした規律の確保といった視点を踏まえ、

今後の我が国社会において民間非営利部門による公益活動が果たす役割

の重要性を見据えつつ、真に時代の要請に応え得るものとして、公益法人

制度を改革する。 

 

２． 新たな非営利法人制度 

新たな非営利法人制度については、「基本方針」に基づき、①法人格の取得

と公益性の判断が一体となった公益法人制度を改め、公益性の有無に関わら

ず、準則主義（登記）により簡便に法人格を取得できる非営利法人制度を創設

することとし、②財団については、今般の改革の趣旨を尊重しつつ、制度的課

題も含め、そのあり方を検討することとする。 

この一般的な非営利法人制度の骨格及び検討課題は、別紙のとおりである

が、その要点は、(1)、(2)のとおりである。 
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（1）社団形態の非営利法人制度 

まず、非営利（剰余金を社員に分配することを目的としない）法人を設立して

活動しようとする人々の自由活発な活動を促進するという基本理念の下、その

行い得る事業については、格別の制限をせず、公益活動を含め、社員に共通

する利益を図ることを目的とする活動やその他の活動など幅広い活動ができる

こととする。 

次に、営利法人制度との区別を明確化するため、社団形態の非営利法人

（以下「非営利社団法人」という。）の社員の権利・義務の内容として、①出資義

務を負わない、②利益（剰余金）分配請求権を有しない、③残余財産分配請求

権を有しない、④法人財産に対する持分を有しないこととする（もっとも、定款で

定めれば社員が出資する（財産の拠出をする）法人を設立することも可能であ

り、その場合の出資の意味については、上記の非営利性の原則②③④に抵触

しないように、さらにそのあり方について検討する。）。 

また、法人の自律を基調とした設立、社員、管理、定款の変更、解散、清算

及び合併等の組織、運営に関する所要の規定を置くこととする（解散後の残余

財産の帰属については、定款又は社員総会の決議によって定めることとし、そ

の結果、残余財産を社員に帰属させることも妨げないこととする。）。 

さらに、外部者による監査等、法人の規模等に応じた特例の要否等について、

引き続き検討を進める。 

なお、非営利社団法人制度と現行の中間法人制度との法制上の関係につい

ては、さらに検討する。 

（2）財団形態の非営利法人制度 

財団形態の非営利法人制度に特有な検討課題である、公益性を要件としな

い財団法人制度の創設の適否、基本財産、ガバナンス、寄附行為の変更等の

要件については、引き続き検討する。 

 

３．公益性を取り扱う仕組みのあり方 

(1)主な視点 

新たな非営利法人制度の下で、公益性を有する場合を他と区別して取り扱う

際の考え方については、今後の社会において非営利法人による公益的活動が

果たす役割とその促進は一層重要との認識の下、次のような視点を踏まえる必

要がある。 

①  国等の機関が、公益性を有する非営利法人について特別の取扱いを行う

ことについて、（a）公益性を有するに相応しい規律のしっかりした法人の受け

皿となる仕組みを用意することにより、市場経済では供給が困難な財・サー

ビスが安定的に提供されるという点や、（ｂ）私人による寄附やボランティアと

いった活動は重要との認識の下、このような仕組みが、そうした私人の善意
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の受け皿となることを通じて、私人の公益的活動が促進されるという点につ

いての意義。 

②  現行の公益法人制度に係る主な法律上の効果として、(a)主務官庁の許可

に基づく、公益性･非営利性の認定を前提にした法人格の付与、(b)名称の

使用制限、(c)税制上の取扱い等が挙げられるが、新たな非営利法人制度

の下で、公益性に係る特別の取扱いの効果について、（a）税制上の措置、

（b）法人のガバナンスの強化、（c）社会的信用の向上等の視点を踏まえ、具

体的にどのようなものを考えるか。 

(2) 基本的考え方 

公益性を取り扱う仕組みのあり方については、上記の視点を踏まえれば、主

に以下のような２つの考え方に基づき、異なる類型の仕組みが考えられる。 

[考え方Ａ－公益性に相応しい規律の法人の受け皿の仕組みを民法等で規定]  

公益性を有するに相応しい、しっかりした規律の法人の受け皿とな

る仕組みが必要との考え方に基づき、その仕組みを民法や新たな非

営利法人法など税法以外の法律で規定する考え方。 

[考え方Ｂ－税法以外に公益性を取り扱う仕組みを特に設けない] 

税制上の効果の重要性に鑑み、公益性に係る特別の取扱いは税

制上の観点から行う考え方。 

    なお、考え方 A を中心に検討を進めてはどうかとの意見が多かった。また、国

等の機関が公益性の判断を行わず、民間機関が行うこととする考え方について

も議論したが、公益性に着目して特別の法律的取扱いを国等から受けることと

する場合、公益性判断を民間機関に委ねてしまうことは必ずしも適当ではない

のではないかとの意見があった。 

    考え方 A に基づく判断主体としては、主務官庁制の縦割りの弊害を避ける観

点から、公益性を統一的な組織で判断することが適当であり、中立で第三者的

な、又は、単一の公的機関を念頭に置きつつ、そのあり方について、さらに検討

が必要である。また、考え方 B に基づく判断主体としては課税庁が考えられる

が、最終的には、税制の観点から検討されるべき課題である。 

(3)今後の検討課題 

公益性を取り扱う仕組みのあり方については、上記の２つの考え方を基に、

以下のような、公益性の考え方や、公益性の判断主体、判断要件及び適正運

営確保のあり方のほか、公益性に着目した特別の取扱いの効果等を総合的に

勘案しつつ、引き続き検討を進める必要がある。 

① 公益性の考え方 

公益性の考え方については、利他や社会貢献の視点の重要性を念頭に

置きつつ、公益性を有する非営利法人の目的について、不特定多数人の

利益を図ることをどの程度厳格に求めるか、また、不特定少数人の利益に
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ついてはどのように位置付けるかなどといった点を含め、引き続き議論を深

める。 

② 判断主体のあり方 

判断主体のあり方については、上記（2）の基本的考え方を基に、公益性

の有無を的確に判断するための一定の体制（組織・人員等）の必要性と、

行政組織の膨張抑制の要請との調和を図る観点を踏まえ、さらに検討を進

める。その際、判断主体の体制の検討に当たっては、民間の考えを適切に

反映する視点の必要性についても議論を深める。また、地方における判断

主体のあり方についても、引き続き検討する。併せて、公益性判断に伴う不

服申立てなど、不利益救済のあり方についても検討を進める。 

③ 判断要件のあり方 

判断要件のあり方については、（a）客観的で明確なものとし、判断に当た

っての裁量の余地を出来るだけ少なくすべき、(b)時代の変化に応じて適切

に見直し得る必要、(c)要件の法定化のあり方、(d)法人を目的、事業及び規

律の面から捉えた上で、ⅰ）公益性を有すると判断する際の要件と、ⅱ）そ

の公益性が維持・確保されるための要件に分けることが可能、(e)形式要件

に加え、いずれかの段階で実績要件が必要、といった視点を踏まえる必要

がある。 

その上で、具体的な要件については、公益性に着目した特別の取扱い

の効果を念頭に置きつつ、現行の民法及び公益法人に係る指導監督基準

や NPO 法人制度等の関連規定のほか、公益法人等の実態を踏まえ、数値

的基準の要否も含め、さらに検討を進める。 

その際、当初の要件として、事業計画や予算上の裏付けについて、どの

程度のものを要求するかについてさらに議論を深め、公益性の判断が出来

るだけ早期に行われるなど申請者の視点に留意した手続きのあり方につい

ても検討する。また、事業などの活動実績を求める場合には、どの段階で

これを求めるべきか、について議論する。法人や事業の規模に配慮した要

件や、地方における公益性判断の仕組みに応じた要件の要否についても

検討する。なお、公益性を有する法人の解散後の残余財産の帰属につい

ては、社員への分配を禁止する方向で検討を進める。 

④ 適正運営の確保のあり方 

公益性を有する活動を行う法人について、その適正な運営が確保され

るための方策を検討するに当たっては、（a）公益性を有するに相応しい規

律を前提とした法人の自律性の確保、（b）法人の組織・運営が適正である

か否かの判断に資する透明性の確保、（c）現行の主務官庁制の下での指

導監督の手法を離れ、法人の適正運営の確保を担保する手段の必要性、

といった視点を踏まえる必要がある。 
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(a)  自律性の確保については、非営利法人が公益性を有する場合は、

ガバナンスを強化し、一般の非営利法人に比べしっかりした規律を確

保することにより、適正運営を図る必要がある。こうした観点から、理

事の責任のあり方や理事に対するコントロールのあり方等について、

さらに検討を進める。 

(b)  また、透明性の確保については、情報開示を充実し、利害関係者に

対する情報開示にとどまらず、いわゆる社会監視の考え方により、適

正運営を図ることの必要性について、プライバシーの保護に留意しつ

つ、議論を深める。その際、情報開示の開示対象、開示内容及び開示

方法のあり方を含めた検討を行う。 

(c)  さらに、ガバナンスの強化や、情報開示の充実によっても、なお法人

の不適正な運営が生じる可能性があることから、こうした事態に適切

に対処するため、現行の主務官庁による指導監督に代わる、実効性

のある事後チェックの手段が必要であり、そのあり方について、外部監

査等の必要性と併せ、さらに検討を行う。 

今後、上記(a)～(c)の検討に当たっては、判断要件のあり方と同様、公

益性に係る特別の取扱いの効果や判断主体のあり方等を念頭に置きつ

つ、現行の関連法制等や公益法人等の実態を踏まえることが必要である。

その際、法人や事業の規模に配慮する必要性についても検討を行う。 

 

 

今後、本年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化するとの「基本方針」の

スケジュールに沿って、当会議は、現行の公益法人等の実態を踏まえつつ、引き続

き検討を進めていく。なお、現行の公益法人から新たな非営利法人等への移行等の

あり方については、この中間整理を踏まえた今後の検討の進捗に応じ、新たな制度

の姿がより具体化した段階で本格的に検討を進め、現行の中間法人制度・NPO 法

人制度との法制上の関係も整理することとする。 
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資料6

公益法人・公益信託一覧表

平成16年8月1日現在





























社  川北報徳共同社
一志郡嬉野町
字川北1364

明44.5.20
理事社長
鈴木 純一

財  ぎょれん育英会
津市
広明町323-1

昭46.3.27
理事長
三谷 勝次

財  国史跡斎宮跡保存協会
多気郡明和町
馬之上945

平1.7.1
理事長
木戸口 眞澄

社  熊内報徳社
多気郡宮川村
熊内159

昭30.2.22
理事社長
岡村 峰男

社  栗谷報徳社
多気郡宮川村
栗谷211

昭30.2.22
理事社長
前田 節生

財  くわしん福祉文化協力基金
桑名市
大央町20番地

平8.1.22
理事長
木村 功

財  桑名市文化・スポーツ振興公社
桑名市
中央町三丁目
20番地

平6.4.1
理事長
水谷 元

社  小切畑報徳社
多気郡宮川村
小切畑389

昭30.2.22
理事社長
水谷 義文

財  古和浦公民館
度会郡南島町
古和浦147-22

昭23.6.30
理事長
上村 辰也

社  神津佐報徳社
度会郡南勢町
神津佐515番地

明43.2.18
理事長
向井 正和

財  三銀熊野育英会
熊野市
木本町475

昭43.2.23
理事長
谷川 憲三

財  三泗教育会館
四日市市
西伊倉町2-8

昭42.3.4
理事長
飯田  実

財  四高会
四日市市
富田4-1-43

昭44.12.27
会長
熊澤 誠一郎

財  泗商学園会
四日市市
尾平町2705

昭32.8.13
理事長
片山 茂則

社  下真手報徳社
多気郡宮川村
下真手435-2

昭30.2.2
理事社長
喜多 良之

社  清水報徳社
多気郡宮川村
清水884

昭30.2.22
理事社長
左近 幸男

財  神武参剣道場
志摩郡磯部町
上之郷上ノ里375-1

昭56.6.29
理事長
山路 啓雄

社  菅木屋報徳社
多気郡宮川村
菅木屋203

昭30.2.22
理事社長
小伊豆 史郎

財  鈴屋遺蹟保存会
松阪市
殿町1536-7

昭17.3.10
理事長
下村 猛

財  石水会館
津市
丸之内9-18

昭5.6.28
理事長
川喜多 貞久
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社  薗報徳社
多気郡宮川村
薗390-4

昭30.2.22
理事社長
橋本 和之

財  大得寺維持会
度会郡玉城町
田丸149

大12.2.14
理事
教来石 信雄

財  大日本みそぎ会
伊勢市
岩淵1-2-33

昭14.12.27
理事長
林 敏彦

財  高田青少年育成会
津市
一身田町2819

昭46.9.3
会長
常磐井 猷麿

財  多度青少年会館
桑名郡多度町
多度1681

昭53.7.20
理事長
石川 久大

財  澄懐堂
四日市市
鵜の森1-1-19

昭61.4.8
理事長
森口 隆

財  津市社会教育振興会
津市
大字神戸
字小世古1680-1

昭54.8.25
理事長
松田 義廣

財  津徳本会
津市
大谷町1番地

昭29.3.30
理事長
小妻 道生

社  通町月中会
伊勢市
通町1339

昭46.12.22
理事長
堀口 新左衛門

財  特殊教育振興財団居仁会
四日市市
日永5039

昭54.12.24
理事長
藤田 貞雄

財  鳥羽市武道振興会
鳥羽市
大明東町1-6

昭52.12.22
会長
川村 光徳

社  夏草報徳社
志摩郡磯部町
山原794

明43.1.26
理事社長
羽根 楠也

財  名張市社会教育振興会
名張市
松崎町1325-1

昭56.8.31
理事長
森本 孝子

財  日本カモシカセンタ-
三重郡菰野町
菰野8504番地

昭48.12.26
理事長
寺尾 武

財  白寿会
三重郡楠町
大字北五味塚1750

昭56.4.24
理事長
倉田 澄子

財  芭蕉翁顕彰会
上野市
丸之内117-13

昭30.10.5
会長
今岡 睦之

社  東大淀報徳社
伊勢市
東大淀町264

大2.1.28
理事社長
山中 久敏

財  戊申相互会
松阪市
駅部田町1427

昭6.4.25
理事長
上森 修

社  本田木屋報徳社
多気郡宮川村
本田木屋116

昭30.2.22
理事社長
小椋 友行

財  前田教育会
上野市
大谷670番地

平1.3.23
理事長
前田 維
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所管 委託者 受託者
引受許可
年月日

信託目的

生活部 北川和彦 中央三井信託銀行㈱ 平2.6.20
奨学金支給
（就職進学支度金支給）

生活部
四日市NPOひろば
四日市市

中央三井信託銀行㈱ 平12.6.29 市民活動育成

教育委員会 賀川ヒサ子 ＵＦＪ信託銀行㈱ 昭60.10.24 教育振興ジャスミン高齢者教育振興基金

公益信託一覧表

名 称

鈴鹿市交通遺児育成援助基金

四日市市民活動ファンド
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